
令和７年７月 14 日 

 中国地方整備局 

日野川河川事務所 

日野川で１０％の取水制限を開始 
～日野川河川事務所に渇水対策支部を設置します～ 

【問合せ先】 

国土交通省 日野川河川事務所    

副所長（技術） 池田
いけ だ

 健二
けん じ

 ☎ 0859-27-5484（代表）

事業対策官    実
さね

近
ちか

 末生
すえ お

 ☎ 0859-27-2420（直通）

日野川流域においては、梅雨明け以降まとまった降雨がない状況が続い
ており、流況が悪化しております。

７月１３日時点の車尾堰地点の日平均流量（※）が１㎥／ｓを下回ったこ
とを確認しましたので、５月２２日に開催した「日野川流域水利用協議会」
で確認したとおり、本日１０時から上水、工水、農水各１０％の取水制
限を開始します。 

また、上記に伴い、本日１０時に日野川河川事務所渇水対策支部を設
置します。 

※車尾堰地点の日平均流量とは、日野川堰と法勝寺堰の日平均放流量を加えた数値から最下流の利
水者が取水した後の流量、としています。
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